
 

道 医 発 第 1 3 4 2 号 

令和 8 年 3 月 10 日 

 

各郡市・医育機関医師会担当理事  様 

 

北海道医師会常任理事 

地 域 医 療 部 長  

青 木 秀 俊 

 

かかりつけ医機能報告後に一部修正を行う場合の手順等について 

 

標記について、令和 8 年 3 月 4 日付け［日医発第 1930 号（総医）］で日本 

医師会から別添写しのとおり通知がありましたのでお知らせいたします。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただくとともに、 

関係医療機関へご周知のうえ、１号機能が「無し」と報告されている場合には

下記の点を踏まえ「有り」へ変更報告を行うよう促していただき、報告内容の

修正につきご配慮くださいますようお願い申し上げます。 

記 

【通知の概要】 

かかりつけ医機能報告（G-MIS 入力）において、「院内掲示による公表の 

有無」を、掲示が未了であることを理由に「有り」と報告できないと誤認し、

「無し」と報告した医療機関が多く含まれていると推察されることから、 

医療機関等へ確実に周知するとともに、誤認の下で報告した医療機関に対し

ては当該報告内容の修正（「無し」から「有り」への変更報告）を促すよう 

周知するもの。 

 

※報告後に一部修正を行う場合の手順等については、別添資料をご参照くだ

さい。 

 

 

 

－地域医療部－ 

（事業第三課） 
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